
しかし、同県は、防舷材の発注図面等において、寸法等を記載しただけで、防舷材 1基当たりに必

要とされる吸収エネルギー等の性能を記載していなかった。このため、請負人は、上記のような高い

性能は有しない防舷材を使用する旨の事前承認資料を同県に提出して、同県がこれを承諾したことな

どから、 8基とも事前承認資料に記載した防舷材を設置していた。

そこで、実際に設置された防舷材の性能を確認したところ、防舷材 1基当たりの吸収エネルギーは

39.2kN・mとなっており、必要とされる吸収エネルギー 51.19kN・mを大幅に下回っていて、設計計算

上安全とされる範囲に収まっていなかった。

したがって、本件防舷材工（工事費相当額 5,280,000円）は設計が適切でなかったため、所要の安全

度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額 1,760,000円が不当と認められ

る。

このような事態が生じていたのは、同県において、防舷材の性能等に対する認識が十分でなかった

ことなどによると認められる。

（参 考 図）

防舷材の設置概念図

（ 3） 工事の施工が設計と相違していたもの 3件 不当と認める国庫補助金 78,816,901円

橋台の施工が設計と相違していたもの （ 1件 不当と認める国庫補助金 72,651,150円）
部 局 等 補助事業者

等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
�国庫補�
�助対象�
�事業費�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�国庫補�
�助対象�
�事業費�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円

（370）栃 木 県 栃 木 県 交通円滑
化

19～22 779,793
（779,793）

428,886 132,093
（132,093）

72,651

かみこもり や

この補助事業は、栃木県が、宇都宮市上籠谷町地内において、一般国道 408号真岡宇都宮バイパ
しもこもり や

ス（起点真岡市下籠谷、終点宇都宮市氷室町）の連続立体橋りょう（橋長 390.0m、幅員 17m）を新設す

るため、下部工として逆 T式橋台 1基及び橋脚 10基の築造、基礎杭の打設等を、上部工として 10径
ばんげた

間連続鋼鈑桁の製作、架設等をそれぞれ実施したものである。
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このうち、橋りょう起点側の橋台（以下「A 1橋台」という。）の基礎杭は、外径 600�、杭長 15.0mの

鋼管杭を橋軸方向に 4列、橋軸直角方向に 12列、計 48本打設するものである。

本件橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会編）、「杭基礎設計便覧」（社団

法人日本道路協会編）等に基づいて行われている。これらによると、杭と橋台のフーチングとの結合部

（以下「結合部」という。）は、杭頭部に作用する引抜き力等に対して抵抗できるように設計することとさ

れている。そして、鋼管杭等の結合部においては、杭頭部に作用する引抜き力等の杭軸方向力を中詰

めコンクリート及びフーチングコンクリートを介して杭に確実に伝達させるために、杭の内面等にず

れ止めを設けることとされている。

設計図書等によると、同県は、A 1橋台の結合部について、次のように施工することとしていた（参

考図参照）。

� 鋼管杭の内面において、杭頂部から 150�及び 300�の位置に曲げ加工した平鋼（厚さ 9�、幅

25�。以下「ずれ止め材」という。）を配置して、その上面の全周にずれ止め材の厚さに等しい脚長

9�のすみ肉溶接
（注 1）

をすることにより、鋼管杭に接合する。

� 鋼管杭の杭頭部に中詰め補強鉄筋を配置して中詰めコンクリートを打設するなどする。

しかし、請負人は、A 1橋台の全ての鋼管杭のずれ止め材について、仮止め程度の溶接による施工

を行っていて、ずれ止め材が鋼管杭に確実に接合されていなかった（参考図参照）。このため、A 1橋

台の結合部は、杭頭部に作用する引抜き力を中詰めコンクリート及びフーチングコンクリートを介し

て鋼管杭に確実に伝達できない状況となっていた。

そこで、改めて、設計計算を行ったところ、A 1 橋台の結合部は、レベル 1地震動
（注 2）

時において杭頭

部に作用する引抜き力に抵抗できないものと認められた。

したがって、本件橋りょうは、A 1橋台の結合部の施工が設計と相違していたため、A 1橋台及び

これに架設された上部工等（これらの工事費相当額 132,093,000円）は、所要の安全度が確保されていな

い状態になっており、これに係る国庫補助金相当額 72,651,150円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、請負人が粗雑な施工を行っていたのに、これに対する同県の監

督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。

（注 1） すみ肉溶接 ほぼ直交する二つの面を三角形状の断面を持つ溶接継手で接合する溶接をいう。

（注 2） レベル 1地震動 橋りょうの供用期間中に発生する確率が高い地震動をいう。

（参 考 図）

結合部断面図
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ずれ止め材の溶接概念図

断面図

公営住宅の施工が設計と相違していたもの

（ 1件 不当と認める国庫補助金 4,695,750円）
部 局 等 補助事業者

等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
�国庫補�
�助対象�
�事業費�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�国庫補�
�助対象�
�事業費�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円

（371）茨 城 県 久 慈 郡
大 子 町

地域住宅
交 付 金
（公営住
宅 等 整
備）

20 10,720
（10,720）

4,824 10,436
（10,435）

4,695

この交付金事業は、大子町が、同町大字矢田地内において、町営えのき台住宅 6号棟（木造平屋建

て 1戸）の建設工事を実施したものである。

同町は、この住宅について、柱、土台、筋交いなどの部材で骨組みを構成する木造軸組工法により

建設することとし、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）等に基づき、地震や風により生ずる水平力に抵

抗するため、柱と柱との間に一方向筋交いを設置した壁を耐力壁として、張り間方向
（注 1）

8か所及び桁行

方向
（注 1）

7か所にそれぞれ配置することとしていた。そして、耐力壁を構成する柱については、水平力に

より生ずる引抜き力に抵抗するため、同法等に基づく告示「木造の継手及び仕口の構造方法を定める

件」（平成 12年建設省告示第 1460号。以下「告示」という。）に基づき、筋交いの種類等別に定められている

金物等（以下「接合金物」という。）を用いて土台等と接合することとしていた。

同町は、上記のように耐力壁を配置すれば、張り間方向及び桁行方向について、設計計算上の耐力

壁の長さが、水平力に対して必要とされる耐力壁の長さをそれぞれ上回ることなどから安全であると

して設計し、これにより施工することとしていた。

しかし、請負人は、出隅の柱
（注 2）

で構成された桁行方向の壁のうち 2か所について、接合金物は設計に

基づいた一方向筋交いを設置する場合のものを用いていたが、筋交いは誤って設計と異なるたすき掛

け筋交いを設置していた（参考図参照）。このように、たすき掛け筋交いを設置した場合には、一方向

筋交いを設置した場合よりも水平力に対して壁が変形しにくいために柱に大きな引抜き力が生ずるこ

ととなるので、引抜き力に対してより大きな耐力を有する接合金物を用いることが必要となる。

このため、取り付けられている接合金物が引抜き力に抵抗できるものとなっているか告示により確

認したところ、引抜き力に対して抵抗できない状態になっていて、桁行方向 2か所の壁は耐力壁とは
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